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研究成果の概要（和文）：本研究は、近年日本で導入された「取調べの録音・録画制度」の下で作成される映像
について、その利用範囲の拡大可能性を検証することを目的とするものである。この制度は、被告人の供述調書
について、そこに含まれている自白又は自己に不利益な供述が不当な強制を受けることなくなされたものかどう
かを確認するためのものであり、この制度の下で作成される映像は、このように補助証拠として利用されること
が想定されている。本研究では、電磁的記録の潜在的な危険性もふまえながら、被告人の供述調書に代えて取調
べ映像を利用することの是非と、その要件を明らかにすることを目指し、その成果はHCC14に採択され、電子出
版予定である。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this research is to examine the possibility of expanding the 
use of digital images recorded in the "Audio-Visual Recording of Custodial Interrogation" System, 
which has recently been introduced in Japan to verify the voluntariness of confessions or other 
disadvantageous statements of the accused that are contained in their depositions. Although digital 
images recorded in the system are supposed to be used as supplementary evidence, it appears that 
they can be used to directly prove the truth of the matter asserted, which is the question to be 
left open. This research considers whether the digital images recorded in the system can be used to 
prove guilt or innocence, and if so, whether they need to meet more strict requirements than those 
for depositions, given potential dangers of digital images. The article of this research is accepted
 for inclusion in the HCC14 conference e-proceedings to be published by Springer.

研究分野： 刑事法
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究の成果は英語によるものであり、日本国内でのみ議論されることの多い日本の刑事手続について、その一
部ではあるものの、正確に紹介し、日本での議論状況を刑事法の分野にとどまらず世界に共有する意義は大きい
と思われる。日本国内に対しても、新しく導入された「取調べの録音・録画制度」において想定されている内容
に関連して生じ得る問題について、電磁的記録の潜在的な危険性もふまえながら検討するもので、一定の示唆を
提供するものと思われる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 身柄拘束中の被疑者に対する「取調べの録音・録画制度」の導入は、2016 年に公布された「刑
事訴訟法等の一部を改正する法律」の中核をなす項目である。冤罪事件として各種メディアでも
大きく取り上げられた郵便不正事件では、特に大阪地方検察庁特別捜査部における取調べが問
題視され、これが「取調べの録音・録画制度」の導入への大きな動きを作り出した。その結果と
して、捜査機関が被疑者の供述をまとめた書面である「供述調書への過度の依存からの脱却」の
ため、「取調べの録音・録画制度」が導入された。 
 ただし、今回の改正では、取調べ映像は、検察官が、被疑者（被告人）が犯罪を行ったかどう
かを証明するための証拠として、自白などを内容とする被疑者の供述調書を利用しようとする
場合において、被疑者が取調べ中、不当な強制を受けることなく供述したかどうかを証明するた
めにのみ利用されることが想定されている。 
 被疑者の供述調書は、「被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるもの」
（刑事訴訟法第 322 条１項）として、自白などを内容とする場合には、被疑者が取調べ中、不当
な強制を受けることなく供述したと認められれば、被疑者（被告人）が犯罪を行ったかどうかを
証明するための証拠として利用することができる。今回の改正により、対象事件について、被疑
者が取調べ中、不当な強制を受けることなく供述したかどうかが争われた場合、検察官は、取調
べ映像を提出しなければならなくなる（刑事訴訟法第 301 条の２第１項、３項）。 
 その前提として、捜査機関は、対象事件について、身柄拘束中の被疑者を取り調べる場合、そ
の全過程を録音・録画する義務を負う（刑事訴訟法第 301 条の２第４項）。このように、今回の
改正で、対象事件については、取調べ映像の存在が必要的となることから、今後は、検察官又は
被疑者（被告人）・弁護人が、取調べ映像について、不当な強制がなかったかどうかを証明する
だけにとどまらず、被疑者の供述調書に代えて、被疑者（被告人）が犯罪を行ったかどうかを直
接証明するために利用しようとすることも考えられる。 
 この場合、「被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるもの」として、
被疑者の供述調書と同様の要件の下で、被疑者（被告人）が犯罪を行ったかどうかを証明するた
めの証拠として取調べ映像を利用することができるかが問題となる。まず、取調べ映像は、被疑
者の供述調書とは異なり、電磁的記録であることから、①電磁的記録である取調べ映像が、改ざ
んなどのない真正に作成されたものであることを保証する方策を模索する必要がある。 
 次に、被疑者（被告人）は無罪であることが推定されるにもかかわらず、被疑者が取り調べら
れている様子を映した取調べ映像を用いると、特に裁判員に対して、最初から被疑者（被告人）
が有罪であるかのような印象を与えてしまう可能性があることから、②被疑者の供述調書に代
えて取調べ映像を利用することの是非を問わなければならない。そして、取調べ映像を利用する
ことができるとすれば、被疑者の供述調書と同様の要件でいいのか、映像であるがゆえに加重す
べき要件はあるのかを明らかにする必要がある。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、2016 年に公布された「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」によって、2019 年６
月に新しく導入された身柄拘束中の被疑者に対する「取調べの録音・録画制度」の下で作成され
る映像について、その利用範囲の拡大可能性を検証することを目的とする。 
 そのために、①まず、電磁的記録である取調べ映像が、改ざんなどのない真正に作成されたも
のであることを保証する方策を明らかにする。これによって、電磁的記録である取調べ映像が、
改ざんなどのない真正に作成されたものであることが保証されることは、被疑者の供述調書に
代えて取調べ映像を利用することができるかどうかを問わず、事案の真相を明らかにすること
を目的とする刑事手続において有益である。 
 ②次に、今回の改正では、取調べ映像は、被疑者（起訴された後は、「被告人」と呼ばれる）
の供述調書について、被疑者が取調べ中、不当な強制を受けることなく供述したかどうかを証明
するためにのみ利用されることが想定されているが、わが国で、被疑者の供述調書に代えて取調
べ映像を利用することの是非と、その要件を明らかにする。これによって、被疑者の供述調書に
代えて取調べ映像を利用することの是非と、その要件を明らかにすることにより、検察官又は被
疑者（被告人）・弁護人から、取調べ映像の利用範囲の拡大の動きがあった場合に、取調べ映像
の利用を却下し、あるいは必要な要件を課すなどの適切な対処が期待できる。 
 
３．研究の方法 
 ①取調べ映像の真正性を保証する方策に関する研究として、電磁的記録の真正性の保証につ
いて既に議論がなされているアメリカ法との比較法的考察を行った。特に、図書を購入し、ある
いは図書館及びオンラインデータベースを用いて、電磁的記録について、どのような要件の下で
証拠能力が認められるべきであると考えられているか、アメリカ合衆国の議論状況を把握した。
また、アメリカ犯罪学会や、電磁的記録が証拠となることの多いサイバー犯罪に関する国内の学
会又は研究会に参加し、証拠法に関する最新の知見を得た。 
 ②供述調書に代えて取調べ映像を利用することの是非と、その要件に関する研究は、①での調
査研究もふまえながら、取調べ映像の利用範囲の拡大に関する裁判例や、学説の議論状況を整理
した。分析にあたっては、図書館及びオンラインデータベースを用いて資料収集を行い、適宜、
証拠法に関する最新の知見を得るために、関連する国内外の学会又は研究会へ参加した。 



 
４．研究成果 
 ②の問いと関連して、取調べ映像の利用範囲の拡大に関する日本の裁判例については、直接的
に問題となったものは多くはないが、供述調書に代えて取調べ映像を利用することについて消
極的な立場を示す裁判例があることがわかった。例えば、検察官が、「取調べの録音・録画制度」
の試行中に記録された取調べ映像について、被告人が犯罪を行ったことを直接証明するために
利用しようと証拠調べを請求した事案で、東京高判平成 28 年８月 10 日は、第一審がこの請求
を却下したことに違法はなかったと結論付けるにあたって、以下のように指摘している。 
 
「改正法で定められた録音録画記録媒体の利用方法を超えて、供述内容とともに供述態度を見
て信用性の判断ができるというような理由から、取調べ状況の録音録画記録媒体を実質証拠と
して一般的に用いた場合には、取調べ中の供述態度を見て信用性評価を行うことの困難性や危
険性の問題を別としても、我が国の被疑者の取調べ制度やその運用の実情を前提とする限り、公
判審理手続が、捜査機関の管理下において行われた長時間にわたる被疑者の取調べを、記録媒体
の再生により視聴し、その適否を審査する手続と化すという懸念があり、そのような、直接主義
の原則から大きく逸脱し、捜査から独立した手続とはいい難い審理の仕組みを、適正な公判審理
手続ということには疑問がある。また、取調べ中の被疑者の供述態度を見て信用性を判断するた
めに、証拠調べ手続において、記録媒体の視聴に多大な時間と労力を費やすとすれば、客観的な
証拠その他の本来重視されるべき証拠の取調べと対比して、審理の在り方が、量的、質的にバラ
ンスを失したものとなる可能性も否定できず、改正法の背景にある社会的な要請、すなわち取調
べや供述調書に過度に依存した捜査・公判から脱却すべきであるとの要請にもそぐわないよう
に思われる。 
 したがって、被疑者の取調べ状況に関する録音録画記録媒体を実質証拠として用いることの
許容性や仮にこれを許容するとした場合の条件等については、適正な公判審理手続の在り方を
見据えながら、慎重に検討する必要があるものと考えられる。」 
 
 このような懸念の背景には、「公判中心主義」という考え方があり、その要請は、裁判員制度
の導入によってより強く当てはまるといわれている。この点については、学説の議論状況のほか、
「公判中心主義」と関連するものとされる伝聞法則（刑事訴訟法 320 条１項、「公判期日におけ
る供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証
拠とすることはできない」という原則で、本研究で取り上げている刑事訴訟法 322 条や 324 条
はその例外である）の背景にある考え方にもふれながら検討を加えた。その際には、①の問いと
関連して、電磁的記録について指摘される「ブラックボックスの危険」や「可変性」、映像につ
いて指摘されるカメラのアングルといった「カメラ・パースペクティブ・バイアス」についても
検討した。 
 また、取調べ映像を「被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるもの」
（刑事訴訟法第 322 条１項）として、供述調書と同様の要件の下で、被告人が犯罪を行ったか
どうかを証明するための証拠として利用するためには、以下の３点についての検討を要するこ
とがわかった。まず、供述調書と同様の要件が課される「被告人以外の者の公判準備又は公判期
日における供述で被告人の供述をその内容とするもの」（刑事訴訟法 324 条１項）は、取調べ映
像に比べて被告人の供述を再現するという意味では劣るにもかかわらず、「取調べの録音・録画
制度」が取調べ映像を補助証拠として利用することしか想定していないことをどのように考え
るべきかという点である。次に、取調べ映像を被告人が犯罪を行ったかどうかを証明するための
証拠として利用することができるとしても、文言上、「被告人の供述を録取した書面で被告人の
署名若しくは押印のあるもの」に該当しないことをどのように考えるべきかという点である。最
後に、「被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるもの」に当たると解釈
できるとしても、取調べ映像に対する「被告人の署名若しくは押印」をどのように考えるべきか
という点である。これらの点については、学説の議論状況や関連する裁判例などから検討を加え
たが、従来の裁判例との類似性から解釈できることが多く、本研究の②の問いの主たる論点は、
前述の取調べ映像の利用範囲の拡大に関する裁判例でも示されているような、①の問いも含む
取調べ映像の利用そのものに対する懸念であると考える。 
 これらの成果を論文にまとめたものは、2020 年９月に中央大学市ヶ谷田町キャンパスで開催
予定であった 14th Human Choice and Computers Conference（新型コロナウイルスの影響で
中止）の Call for Papers（国際会議中止の結果、電子出版へ切替え）に採択されたので、2020
年９月頃に Springer から電子出版される予定である。英語による論文であり、日本国内でのみ
議論されることの多い日本の刑事手続について、その一部ではあるものの、裁判例も含めて正確
に紹介し、日本での議論状況を刑事法の分野にとどまらず世界に共有する意義は大きいと思わ
れる。日本国内に対しても、新しく導入された「取調べの録音・録画制度」において想定されて
いる内容に関連して生じ得る問題について、伝聞法則の背景や電磁的記録の潜在的な危険性も
ふまえながら検討するもので、一定の示唆を提供するものと思われる。 
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